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資 料 ３

（２）基本理念及び実現するための方策等について
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後半の議題について

○後半の議題

序章 基本構想策定の背景と役割
背景 ⇒ 第４回審議会で提示
役割 ⇒ 議題（２） 事務局案を提示

第１章 基本理念 議題（２） 事務局案について検討

第２章 将来像 議題（１） キーワード等について検討

第３章 基本目標 議題（１） 事務局案について検討

第４章 基本構想を実現するための方策 議題（２） 事務局案について検討

参考資料 議題（２） 考え方の整理

新たな基本構想の構成
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①基本理念

（２）基本理念及び実現するための方策等について



基本理念

（前文）

基本理念とは、基本構想全体を貫く考え方です。平和で、人権が尊重される社会を前提とし、大田区
に関わるすべての人々に共通する考え方として、下記の基本理念を掲げます。

（基本理念の３つの柱）

１ 地域の輪を広げる

２ 多様な個性が輝く

３ 未来へつなげる

（定義）

「地域力」という言葉の定義

①基本理念（案）

○基本理念の構成（案）
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基本理念

１ 地域の輪を広げる

地域のつながりを強化することは、防犯・防災対策、安心して子育てできる環境づくり、暮らしの活
力の創出など、多様な分野の課題解決につながります。大田区がこれまで培ってきた「地域力」を活
かし、区民、企業、地域団体や行政など、組織や世代を越えて大田区に関わるすべての主体が連携・
協働することにより、安心して暮らせるあたたかいまちをつくります。

２ 多様な個性が輝く

一人ひとりがお互いの個性を尊重し、支えあうことで、それぞれの能力が発揮され、新たな価値観の
発見や可能性の創造につながります。ありのままの自分で生きることができ、多様な個性がそれぞれ
の輝きを照らしあうことにより、誰もが自分らしく活躍できるまちをつくります。

３ 未来へつなげる

未来にわたって持続的な発展をしていくためには、先を見据えながら、変化の激しい時代にしなやか
に対応することが重要です。長期的な視点をもって、柔軟かつ利便性の高いまちづくりを進めること
により、誰もが快適に暮らし続けることができるまちを次世代に引き継ぎます。

①基本理念（案）

「地域力」とは、区民一人ひとりの力を源として、自治会・町会、事業者、団体・NPOな
ど様々な主体が持っている力、それら相互及び区との連携・協働によって生まれる力を含
んだものであり、防犯・防災、福祉、子育て、教育、産業、環境、国際交流、まちの魅力
づくりなど、多様な地域の課題を解決し、魅力ある地域を創造していく力と定義します。

（定義）
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②基本構想を実現するための方策

（２）基本理念及び実現するための方策等について
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②見出しの変更について

• 「方策」という言葉は行政が普段から使用する言葉では

ないため、読み手に伝わりにくい可能性がある。

○見出し「基本構想を実現するための方策」について

・基本構想を実現するために

・基本構想の実現に向けた自治体経営方針

見出しを「基本構想を実現するための方策」

から変更してはどうか。

○修正案の例
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②基本構想を実現するための方策（案）

基本構想を実現するための方策

①基本計画の策定
基本構想で描いた将来像を実現するためには、その道のりを未来から現在へさかのぼり、戦略的に政策体系を整

理した基本計画を策定し、着実かつしなやかに推進することが重要です。
基本構想の目標年次である2040年ごろだけでなく、2030年ＳＤＧｓの達成や2050年脱炭素社会の実現といっ

た、他の重要な目標の達成年次や社会情勢等を踏まえた上で、戦略的に政策を展開します。
また、計画の進捗状況について評価・分析を行うとともに、社会情勢の変化等に応じて適時見直しを行うことで、

不確実性の高い時代においても、基本構想の実現に向けた取組を着実に進めていきます。

②持続可能な自治体経営
区を取り巻く社会経済状況が変化する中においても、新たな基本構想を着実に推進するためには、将来にわたり

行政が持続可能性を確保することが重要です。
その実現に向け、人材・財源などの区が有する経営資源の最適化や、デジタルツールの活用をはじめとした生産

性向上に資する取組をまとめた具体的な戦略を策定し、実践します。

③区民や地域団体、企業との連携・協働
基本構想で描いた将来像を実現するためには、大田区に関わるすべての人々が力を合わせてともに取り組んでい

くことが重要です。そのため、区民の様々な声を大切にし、区政への区民の主体的な参画を推進します。
さらに、自治会・町会、企業、団体・NPO及び学術機関等の様々な主体による連携・協働を一層推進し、多様化

する地域課題に迅速に対応します。
また、企業等と行政のそれぞれが持つ強みを活かし、新たな価値を創出するとともに、区民・企業等・行政の真

の「三方良し」を実現します。
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②基本構想を実現するための方策（案）

基本構想を実現するための方策

④シティプロモーションの強化
基本構想の実現に向けては、住む場所・働く場所・訪れる場所として選ばれ、まちの活力を維持・向上させてい

くことが重要です。そのため、区の多様な魅力や地域資源を踏まえた戦略的なシティプロモーションを展開し、ま
ちのブランドイメージを向上させます。

また、様々な機会や手段を通じて、積極的かつ効果的に情報発信を行い、迅速かつ着実に区民に必要な情報を届
けます。

⑤職員一人ひとりの意識・能力の向上
基本構想で描いた将来像を実現していくためには、職員一人ひとりが自ら考え、行動することが重要です。
そこで、すべての職員が区政を取り巻く様々な課題に関心を持ち、主体的に地域課題を把握することにより、地

域の声を柔軟に政策に反映させていきます。
また、職員の政策立案能力を向上させ、客観的根拠に基づいた効果的な取組を展開していきます。
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若手職員の柔軟な発想を取り入れた政策立案

大田区では、若手職員に対し、客観的根拠に基づく政策立案能力の育成を行うとともに、若手職員のアイデアを

実際の政策に反映させる取組を行っています。

また、地方自治法に位置付けられている「住民の福祉の増進」に関しても、

若手職員を中心に、どのような視点を持って取り組むべきかについて議論を

行うなど、区民の豊かな暮らしの実現に向けて、職員一人ひとりが主体的に

検討を進めています。

 大田区の「住民の福祉の増進」を、

部署が異なる職員それぞれの職務と照らしあわせて考察した結果、

導き出された重要な視点

「大田区民であることに誇りと愛着をもち、

誰もが将来にわたり豊かな暮らしを実現する環境を構築すること」

参考：庁内における取組の紹介

委員の皆様への取組のご紹介
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③基本構想策定の背景と役割

（２）基本理念及び実現するための方策等について
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③過去の基本構想策定の背景と役割

○過去の基本構想（昭和57年12月策定）

この基本構想は、21世紀を展望した大田区におけるまちづ

くりの目標と、それを実現するための施策の基本的な考え方を

示したものである。

しかし、まちづくりは、行政のみでできるものではなく、区

民と区政の創造的な共同作業によって、はじめて可能となるも

のである。したがって、この基本構想は、今後における区政運

営の指針であると同時に、まちづくりに関する区民と区政の共

通の目標でもある。

また、この基本構想は、国や都あるいは一般企業や団体等に

対し、大田区におけるまちづくりに関して協力を求める場合の

指針でもある。

１ 基本構想策定の背景

２ 基本構想の意義と役割
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③現在の基本構想策定の背景と役割

○現在の基本構想（平成20年10月策定）

序章 基本構想策定の背景と役割

１ 策定の背景

２ 基本構想の役割

基本構想は、20年後の大田区のめざすべき将来像を提示

し、今後の大田区のまちづくりの方向性を明らかにした最

も基本となる考え方を示すものです。

したがって、基本構想は、区民と区政の共通の目標であ

り、今後の区政運営の指針となるものです。
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③新たな基本構想策定の背景と役割

○基本構想の役割

基本構想は、2040年ごろの大田区の目指すべき将来像を提示し、今後のまちづ

くりの方向性を明らかにした、区の最上位の指針です。

大田区に関わるすべての人々の共通の目標として、この基本構想を策定します。

基本計画

実施計画

基本
構想
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④掲載する参考資料

（２）基本理念及び実現するための方策等について
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④過去・現在の基本構想に掲載した参考資料

○過去の基本構想（昭和57年12月策定）

参考資料

※掲載なし

○現在の基本構想（平成20年10月策定）

参考資料

１ 大田区基本構想審議会諮問

２ 大田区基本構想審議会答申

３ 大田区基本構想審議会委員名簿

４ 大田区基本構想審議会などの審議経過

５ 大田区基本構想審議会条例
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④新たな基本構想に掲載する参考資料

○新たな基本構想に掲載する参考資料

１ 大田区基本構想審議会諮問

２ 大田区基本構想審議会答申

３ 大田区基本構想審議会委員名簿

４ 大田区基本構想審議会などの審議経過

５ 区民等からの意見募集の実施概要

６ アンケートの結果概要

７ 大田区基本構想審議会条例

現在の基本構想と

同様の要素

新たに追加する要素

現在の基本構想と

同様の要素
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④新たな基本構想に掲載する参考資料

アンケートの結果概要の掲載について

• 選択回答の集計結果をグラフとして示す。

• 自由記述の集計結果をワードクラウド及び年代別の自由記述頻出語として示す。

• アンケートを回収した手法に応じて、大人を「一般」と「保護者」に分けて示す方

法も考えられる。
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④新たな基本構想に掲載する参考資料

パターンA：大人と子どもの２属性のみの場合

①大人

②子ども
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④新たな基本構想に掲載する参考資料

パターンB：大人を一般と保護者に分ける場合

①大人

②大人
（一般）

③大人
（保護者）

④子ども
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意見交換のポイント

①基本理念について

②基本構想を実現するための方策について

※見出しの変更含む

③基本構想の役割について

④掲載する参考資料について

※アンケートの掲載方法含む


